
○益田市国民健康保険一部負担金の減免に関する取扱要綱 

平成２３年１０月１７日 

益田市告示第２１６号 

改正 平成２８年４月１日告示第７７号 

平成２８年６月２２日告示第１４２号 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、益田市国民健康保険条例施行規則（昭和４１年益田市規則第１５

号。以下「規則」という。）第１５条に規定する一部負担金の免除及び減額に関し必要

な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところ

による。 

(1) 実収入月額 世帯全員（第４条第２号又は第３号の事由に該当する場合にあって

は、世帯主及び当該世帯に属する被保険者。次号において同じ。）について、生活保

護法（昭和２５年法律第１４４号）の規定による保護の要否判定の基準の例により

算定した収入月額をいう。 

(2) 基準生活費 世帯全員について、生活保護法による保護の基準（昭和３８年厚生

省告示第１５８号）に規定する生活扶助基準、教育扶助基準及び住宅扶助基準を用

いて算出した合算額（一時扶助に係るものを除く。）をいう。 

（減免等の対象者） 

第３条 益田市国民健康保険条例第４条の３に規定する一部負担金の支払義務を負う世

帯主で、次の各号のいずれにも該当する者に対し一部負担金の減免をすることができ

る。 

(1) 次条に掲げる事由のいずれかに該当することにより、その利用しうる資産及び能

力の活用を図ったにもかかわらず、生活が著しく困難となり、一部負担金の納付が

困難であると認められること。 

(2) 当該世帯に属する被保険者が、緊急に治療を要する疾病等のため入院中、又は入

院が必要と診断されたこと。 

(3) 世帯主及び当該世帯に属する被保険者の預貯金の額が、基準生活費の３か月分の

額以下であること。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当しているときは、減免の対象

にしない。 

(1) 国民健康保険法第９条第３項に規定する特別事情があると認める場合を除き、国

民健康保険税の未納又は滞納があるとき。 

(2) 同一の住所に居住して生計を一にしている者は、原則として同一の世帯員として

認定する。 

(3) 世帯員の中に労働能力を有するにもかかわらず、就労していない者がいるとき。 



（減免等の事由） 

第４条 一部負担金の減免の対象となる事由は、次のとおりとする。 

(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、精神若しくは身体

に著しい障がいを受け、又は資産に重大な損害を受けたとき。 

(2) 干ばつ、冷害、凍霜雪害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由

により収入が著しく減少したとき。 

(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。 

(4) 前３号に掲げる事由に類する事由があったとき。 

（減免等の基準） 

第５条 一部負担金の減免の基準は、次の各号に定めるところによる。 

(1) 免除 当該世帯の実収入月額が基準生活費に１．１を乗じた額以下のとき。 

(2) 減額 当該世帯の実収入月額が基準生活費に１．１を乗じた額を超え、１．３を

乗じた額以下のとき。 

（減額の割合） 

第６条 前条第２号に該当する世帯に属する被保険者の疾病又は負傷に係る一部負担金

の減額割合は、次の各号に定めるところによる。 

(1) 当該世帯の実収入月額が基準生活費に１．２を乗じた額以下のとき 当該一部負

担金の７０パーセントを減額 

(2) 当該世帯の実収入月額が基準生活費に１．３を乗じた額以下のとき 当該一部負

担金の４０パーセントを減額 

２ 前項の規定により算出した減免額に円未満の端数が生じた場合は、これを切り上げ

る。 

（減免の申請） 

第７条 一部負担金の減免を受けようとする世帯の世帯主（以下「申請者」という。）

は、益田市国民健康保険一部負担金減免申請書（様式第１号）に、次に掲げる書類を

添えて市長に提出しなければならない。 

(1) 療養を担当する医師の意見書（様式第２号） 

(2) 世帯に属する者の同意書（様式第３号） 

(3) 収入申告書（様式第４号） 

(4) 資産申告書（様式第５号） 

(5) 家賃・地代等証明書（様式第６号） 

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

（減免の期間） 

第８条 一部負担金の減額又は免除の期間は、前条の申請書の提出があった日の属する

月から起算した１２か月につき３か月以内とする。ただし、同一の事由により当該期

間を超えて減免を行う必要があると市長が認める場合は、申請に基づきさらに３か月

以内の期間を限度として延長することができるものとする。 



（承認等） 

第９条 市長は、第７条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、その適否を決

定したときは、益田市国民健康保険一部負担金減免承認（不承認）決定通知書（様式

第７号）によりその旨を申請者に通知するとともに、一部負担金の減免の措置を受け

る者に対し、益田市国民健康保険一部負担金減免証明書（様式第８号。次項において

「証明書」という。）を交付するものとする。 

２ 前項の規定により一部負担金の減免等の措置の決定を受けた者が、保険医療機関又

は保険薬局（以下「保険医療機関等」という。）で療養の給付を受けようとするとき

は、被保険者証に証明書を添えて、当該保険医療機関等に提出しなければならない。 

（減免の取消し等） 

第１０条 市長は、前条第１項の規定により一部負担金の減免の措置の決定を受けた者

が、次の各号のいずれかに該当するときは、その措置を変更し、又は取り消すものと

する。 

(1) 資力の回復その他事情が変化したため、減免の措置を行うことが不適当であると

認められるとき又は変更する必要があると認められるとき。 

(2) 偽りの申請その他不正な行為により減免の措置を受けたとき。 

２ 市長は、前項の規定により一部負担金の減免の措置を変更したときは、益田市国民

健康保険一部負担金減免変更通知書（様式第９号）により減免の措置を変更した者及

び保険医療機関等に通知するとともに、当該変更に係る部分に関し、既に納付を免れ

た一部負担金の全部又は一部を返還させるものとする。 

３ 市長は、第１項の規定により減免の措置を取り消したときは、益田市国民健康保険

一部負担金減免取消通知書（様式第１０号）により減免等の措置を取り消された者及

び保険医療機関等に通知するとともに、当該減免の措置の取消しに係る部分に関し、

既に納付を免れた一部負担金の全部又は一部を返還させるものとする。 

（その他） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか、一部負担金の減免の取扱いに関し必要な事項

は、市長が別に定める。 

附 則 

この告示は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則（平成２８年４月１日告示第７７号） 

この告示は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則（平成２８年６月２２日告示第１４２号）抄 

（施行期日） 

第１条 この告示は、平成２８年６月２２日から施行する。 

（益田市国民健康保険一部負担金の減免に関する取扱要綱の一部改正に伴う経過措置） 

第１１条 この告示の施行の際現に提出されている第１０条の規定による改正前の益田

市国民健康保険一部負担金の減免に関する取扱要綱の様式（次項において「旧様式」



という。）により使用されている書類は、同条の規定による改正後の益田市国民健康

保険一部負担金の減免に関する取扱要綱の様式によるものとみなす。 

２ この告示施行の際現にある旧様式については、当分の間、これを繕って使用するこ

とができる。 


